
○真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例 

平成 18 年 10 月 1 日 

条例第 88 号 

(設置) 

第 1 条 真庭市の農業生産の近代化と地域住民の連帯意識の高揚、住民福祉の向上を図るために、各種

情報の総合的な提供を行う有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和 25

年法律第 132 号)第 2 条第 18 号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する有線テレビジョン

放送施設及び市内の情報通信環境の充実を図るために、各種通信サービスを提供する電気通信事業法

(昭和 59 年法律第 86 号)に基づく電気通信設備を備えた真庭市地域情報化施設(以下「施設」という。)

を設置する。 

(名称及び位置) 

第 2 条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 真庭ひかりネットワーク 

(2) 位置 真庭市鍋屋 18 番地 1 

(定義) 

第 3 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 受信点施設 施設での再送信用の放送電波を受信する施設をいう。 

(2) 本部施設 施設の建物及び建物に附属する機器並びに受信点施設をいう。 

(3) 送信施設 本部施設と引込施設を結ぶ通信線路及びその途中に設置された増幅施設その他の附属

施設をいう。 

(4) 光成端箱 引込光ファイバの接続部及び余長収納等のために、加入者宅に設置する設備をいう。 

(5) 光受信機(V―ONU) 光信号に変換された映像信号を加入者側で電気信号に変換するため、加入

者宅に設置する機器をいう。 

(6) 引込施設 光クロージャから光受信機までの施設をいう(光成端箱及び光受信機を含む。)。 

(7) 宅内施設 光受信機に接続する受像機までの宅内配線等受信に必要な施設をいう。 

(8) 光クロージャ 送信施設から加入者宅に分岐するための設備をいう。 

(9) 引込工事 光クロージャから光受信機までの工事をいう(光成端箱及び光受信機の設置を含む。)。 

(10) 宅内工事 光受信機からの宅内配線工事並びに受像機の接続及び調整をいう。 

(11) 指定工事業者 宅内工事を行うことができる業者で、市長が指定した者をいう。 

(12) 番組等 番組及び広告放送等をいう。 

(13) 自主放送番組 施設の管理者が契約し、購入し、又は制作した番組をいう。 

(14) 再送信 放送施設が、テレビ放送局の放送電波を、再び送信し直すことをいう。 

(15) 通信用設備 インターネット接続を利用するための宅内用光ケーブル及び光回線終端装置をい

う。 

(業務区域) 

第 4 条 この施設の業務を行う区域は、真庭市全域とする。ただし、業務を行うために必要となる施設

等を設置している区域に限るものとする。 

(業務内容) 

第 5 条 施設の業務は、次のとおりとする。 

(1) 有線テレビジョン放送施設に係る業務(以下「放送業務」という。)については、次に掲げる業務と

する。 

ア 農業生産の向上を図るために必要な各種情報の提供 

イ 各種産業の振興及び生活、文化、福祉の向上並びに健康の増進に必要な各種情報の提供 

ウ 市及び公共的団体等の広報、連絡等に関する放送 

エ 本市内で受信が可能な国内の地上波テレビジョン放送の再送信 

オ 番組等及び自主放送番組の制作に係る取材、編集及び収録 

カ 自主放送番組の放送 

キ 広告放送 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

(管理運営) 



第 6 条 施設の管理は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 244 条の 2 第 3 項

の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。 

(指定管理者の指定手続等) 

第 7 条 指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例(平成 17 年真庭市条例第 83 号)の定めるところによる。 

(指定管理者が行う業務) 

第 8 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第 5 条に規定する業務 

(2) 加入申請及び脱退等の承認 

(3) 放送等の依頼の承認 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務 

(5) 施設及び設備の維持管理業務 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

(加入申請) 

第 9 条 施設が提供する各種サービス(以下「サービス」という。)を利用しようとするものは、指定管

理者に加入を申請し、承認を得なければならない。 

2 加入申請の種別は、利用するサービスの区分により次の各号に定めるものとする。 

(1) テレビ加入申請 放送業務に係るサービス(以下「放送サービス」という。)を利用する場合 

(2) 通信利用加入申請 通信用設備の設置に係るサービスを利用する場合 

3 加入申請は、1 世帯又は 1 事業所単位とする。 

4 前 2 項の規定にかかわらず、2 世帯以上が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で指

定管理者が判断するもの(以下「集合住宅」という。)及びホテル、旅館、病院その他これらに準ずる施

設で指定管理者が判断するもの(以下「特殊施設」という。)の各居室又はテレビ受像機に、放送サービ

スを利用し、既設又は新設の自設内部配線を経由してテレビ放送を分配する場合の加入申請については、

次のとおりとする。 

(1) 集合住宅の各居室に、放送サービスを利用し、既設又は新設の自設内部配線を経由してテレビ放送

を分配する場合には、当該集合住宅の管理者から加入申請(以下「集合住宅加入申請」という。)をする

ことができる。 

(2) 前号の加入申請を承認された集合住宅に居住するものが、放送サービスを利用する場合は、各世帯

を単位として加入申請(以下「入居者個別加入申請」という。)をすることができる。 

(3) 特殊施設のテレビ受像機に、放送サービスを利用し、既設又は新設の自設内部配線を経由してテレ

ビ放送を分配する場合には、当該特殊施設管理者から加入申請(以下「特殊施設加入申請」という。)を

することができる。 

5 加入申請書の提出に当たっては、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地又は建物所有者その他の

利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。 

(加入者の範囲) 

第 10 条 加入者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、真庭市行政情報告知

施設の設置及び管理に関する条例(平成 18 年真庭市条例第 89 号)第 7 条に規定する「利用者設備」の設

置を市長が認めたものに限る。 

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に事業所等を有する法人若しくは団体 

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に認めた個人、法人又は団体(以下「特別加入者」という。) 

(施設の設置及び管理) 

第 11 条 施設の設置は、次に掲げる区分による。 

(1) 宅内施設は、加入者が負担し設置する。 

(2) 前号以外の施設は、市が設置する。 

2 施設の管理は、次に掲げる区分による。 

(1) 宅内施設は、加入者が管理する。 

(2) 前号以外の施設は、指定管理者が管理する。 

(施設の保全) 

第 12 条 指定管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に



運用しなければならない。 

2 加入者は、送信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を指定管理者に届け出なければな

らない。 

3 指定管理者は、施設に障害が生じたとき、又は施設が破損したときは、速やかに調査し、必要な措置

を講じなければならない。 

4 前項の復旧に要する費用の負担は、前条第 2 項各号の施設管理の区分によるものとする。 

5 加入者は、サービスの利用に必要なテレビ受像機等を除き、宅内施設、引込施設及び通信用設備に機

器等を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。 

(宅内工事の施工) 

第 13 条 加入者は、宅内工事を業者に依頼して施工するときは、市長の指定する業者(以下「指定工事

業者」という。)によるものとする。 

2 指定工事業者に関し必要な事項は別に定める。 

(指定工事業者の取消し) 

第 14 条 市長は、指定工事業者が次のいずれかに該当するときは、指定工事業者の認定を取り消すこ

とができる。 

(1) 不正の手段により指定工事業者の認定を受けたとき。 

(2) 施工が施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。 

(便宜の供与) 

第 15 条 市は、施設等を設置するために、必要最小限の範囲において、加入者又は第三者が占有する

土地、家屋構造物等を使用することができる。 

(加入時負担金) 

第 16 条 指定管理者は、加入申請を承認したものから、施設の運営に要する費用に充てるため、加入

時負担金を徴収する。 

2 テレビ加入申請の承認を受けたものの加入時負担金の額は、1 加入につき 32,000 円とする。 

3 通信利用加入申請の承認を受けたもの(以下「通信利用加入者」という。)の加入時負担金の額は、1

加入につき 14,000 円とする。 

4 特別加入者の加入時負担金の額は、引込工事に要する費用(当該引込工事費用が 46,000 円を超えな

いときは、46,000 円とする。)とする。 

5 集合住宅加入申請、入居者個別加入申請及び特殊施設加入申請の承認を受けた加入者から徴収する

加入時負担金の額は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 集合住宅加入申請の承認を受けた集合住宅については、1 加入につき居室数が 4 室までの場合は

16,000 円、4 室を超える場合は 16,000 円に 4 室を超える居室数 4 室までごとに 16,000 円を加算した額

とする。 

(2) 入居者個別加入申請の承認を受けた集合住宅入居者については、1 世帯 1 加入につき 4,000 円とす

る。 

(3) 特殊施設加入申請の承認を受けた特殊施設については、使用の状況にかかわらず 1 加入につきテ

レビ受像機数が 8 台までの場合は 32,000 円、8 台を超える場合は 32,000 円に 8 台を超える台数 8 台ま

でごとに 32,000 円を加算した額とする。 

6 既納の加入時負担金は返還しない。ただし、引き込み前に加入取消しの申出をしたときはこの限り

でない。 

7 加入時負担金の徴収方法は別に定める。 

(移設負担金) 

第 17 条 加入者の都合等により引込施設等の移転又は変更等の工事を必要とするときは、指定管理者

は、移転又は変更に要する費用の全額を移設負担金として徴収する。 

2 移設負担金の徴収方法は別に定める。 

(利用料) 

第 18 条 指定管理者は、加入者からサービスの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を徴収する。 

2 利用料は、次項及び第 4 項に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるも

のとする。 

3 放送サービスの利用料は、1 加入につき月額 1,800 円とする。ただし、通信利用加入者の利用料は、



無料とする。 

4 特殊施設加入申請の承認を受けた特殊施設の利用料は、前項の規定及び使用の状況にかかわらずテ

レビ受像機数が 8 台までの場合は月額 1,800 円、8 台を超える場合は月額 1,800 円に 8 台を超える台数

8 台までごとに月額 1,800 円を加算した額とする。 

5 利用料は、加入の日の属する月分から脱退の日の属する月分までを徴収する。 

6 機器の点検及び事故等により業務の提供を中断した場合においても、原則として利用料の減額はし

ないものとする。 

7 利用料の徴収方法は別に定める。 

(利用料の督促) 

第 19 条 指定管理者は、加入者が利用料を納期限までに納入しないとき、又は納期限後に納入する場

合においては、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成 17 年真庭市条例第 88 号)の規定

に準じ、督促手数料又は延滞金を徴収することができる。 

(負担金等の減免) 

第 20 条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、第 16 条の規定による加入時負担金、第 17 条

の規定による移設負担金、第 18 条の規定による利用料(以下「負担金等」という。)の全部又は一部を減

額し、又は免除することができる。 

(届出事項) 

第 21 条 加入者は、次のいずれかに該当するときは、指定管理者に届出て、承認を得なければならな

い。 

(1) 引込施設等の移転又は変更等の工事が必要なとき。 

(2) 申込事項を変更するとき。 

(3) 施設から脱退するとき。 

(4) 施設の利用を休止又は再開するとき。 

(施設利用の停止及び加入の取消し) 

第 22 条 指定管理者は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止し、又は

加入の承認を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 業務を故意に妨害したとき。 

(3) 施設を故意に破損したとき。 

(4) 3 箇月以上利用料を滞納したとき。 

(5) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。 

2 前項の規定による処分に係る経費は、施設利用の停止、又は加入承認の取消しを受けたものの負担

とする。 

3 第 1 項の規定による処分により加入者が受けた損害については、指定管理者はその賠償の責めを負

わないものとする。 

(加入者の名義変更) 

第 23 条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の承認を得て、加入者の名義

を変更することができる。 

(1) 相続の場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めた場合 

(放送番組) 

第 24 条 放送番組は、次に掲げるものとする。 

(1) 自主放送番組 

(2) 広告放送 

(3) 地上波テレビジョン放送番組 

(有線テレビ放送番組審議会) 

第 25 条 放送番組の内容の適正化を図るため、真庭市有線テレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議

会」という。)を置く。 

2 放送番組審議会の組織、任務その他の必要な事項は、別に定める。 

(放送番組の編集) 



第 26 条 放送番組の編集は、法律に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は規律されることは

ない。 

(番組内容及び放送時間) 

第 27 条 自主放送番組の内容及び放送時間は、指定管理者が別に定める。 

2 第 24 条第 2 号の番組は、自主放送の時間内で放送する。 

3 第 24 条第 3 号の番組は、当該番組供給者の放送内容及び放送時間により同時再送信する。 

(放送内容の変更) 

第 28 条 指定管理者は、やむを得ない理由により、放送内容を変更することができる。この場合にお

いて、放送内容の変更により生じる損害については賠償の責めを負わないものとする。 

(無断使用の禁止) 

第 29 条 加入者が、テープ、配線等の媒体により放送内容等を第三者に提供することは、有償無償に

かかわらず禁止する。 

(番組等の放送依頼) 

第 30 条 施設を利用して放送番組の提供をしようとするもの(以下「放送施設利用者」という。)は、あ

らかじめ指定管理者の承認を得なければならない。 

2 指定管理者は、放送施設利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を承認しない

ものとする。 

(1) 利用内容が法令又は別に定める自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、施設の業務に支障となるおそれがあるとき。 

3 指定管理者は、放送施設利用者から施設利用に係る料金(以下「放送料」という。)を徴収する。 

(業務の中断) 

第 31 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は施設の業務を中断するものとする。 

(1) 施設の保守点検、修理及び検査等を行う場合 

(2) 天災事変等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により業務が継続できな

い場合 

(責任事項) 

第 32 条 第 5 条に定める業務を同一月において引き続き 15 日以上行わなかった場合は、当該月分の利

用料は、第 18 条の規定にかかわらず徴収しない。 

(損害賠償) 

第 33 条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したものは、市長が定めるところにより原状回

復等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得

ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。 

2 天災地変その他市の責めに帰することができない理由により、業務の停止があった場合にあっても、

このことによって加入者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わないものとする。 

(罰則) 

第 34 条 次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以下の過料に処する。 

(1) 無断で施設を使用した者 

(2) 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者 

(3) 悪意をもって不正な器具を使用した者 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、この条例に違反した者 

2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める加入時負担金又は利用料等の徴収を免れた者は、

その徴収を免れた金額の 5 倍に相当する金額(当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えないときは、5 万

円とする。)以下の過料に処する。 

(機密保持) 

第 35 条 何人もこの施設に係る通信等の秘密は侵してはならない。 

2 何人も施設の業務に関連して知り得た加入者の情報を第三者に漏洩してはならない。 

3 施設の業務に従事するものは、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関して知り得た秘

密を守らなければならない。 

(委任) 

第 36 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 



附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から起算して 2 年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

ただし、第 9 条から第 16 条まで、第 20 条から第 23 条まで、第 35 条及び第 36 条の規定並びにこれら

に関し必要な事項に係る規定は公布の日から、通信業務に係る規定は公布の日から起算して 1 年を超え

ない範囲内において規則で定める日から、放送業務に係る規定は公布の日から起算して 2 年 7 月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行する。 

(平成 19 年規則第 15 号で平成 20 年 4 月 1 日から施行。ただし、通信業務に係る規定は、平成 19 年 4

月 1 日から施行) 

(平成 20 年規則第 142 号で放送業務に係る規定は、平成 21 年 1 月 1 日から施行) 

2 前項ただし書の規定により施行する規定については、第 6 条の規定により施設の管理を指定管理者

に行わせるまでの間は、第 18 条第 2 項中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、

第 20 条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、その他の規定中「指定管理者」とある

のは「市長」と読み替えるものとする。 

(経過措置) 

3 この条例の施行の日の前日までに、真庭市有線テレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成 17 年

真庭市条例第 27 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなさ

れたものとみなす。この場合において、開局日の前日に市に住所を有し、真庭市有線テレビ(KHK)に加

入しているものが、引き続き施設の提供するすべてのサービスを受けようとするときの加入時負担金は、

第 16 条の規定にかかわらず 10,000 円とする。 

(負担金等) 

4 第 16 条の規定にかかわらず、開局日までに加入申請を承認された、通常加入者の加入時負担金の額

は、1 加入につき 30,000 円、限定加入者の加入時負担金の額は、1 加入につき 10,000 円とし、集合住

宅加入申請、入居者個別加入申請及び特殊施設加入申請の承認を受けた加入者から徴収する加入時負担

金の額は、次のとおりとする。 

(1) 集合住宅加入申請の承認を受けた集合住宅については、1 加入につき居室数が 4 室までの場合は

15,000 円、4 室を超える場合は 15,000 円に 4 室を超える居室数 4 室までごとに 15,000 円を加算した額

とする。 

(2) 入居者個別加入申請の承認を受けた集合住宅入居者については、1 世帯 1 加入につき 3,750 円とす

る。 

(3) 特殊施設加入申請の承認を受けた特殊施設については、使用の状況にかかわらず 1 加入につきテ

レビ受像機数が 8 台までの場合は 30,000 円、8 台を超える場合は 30,000 円に 8 台を超える台数 8 台ま

でごとに 30,000 円を加算した額とする。 

5 第 16 条から第 20 条まで及び前項に規定する各負担金の徴収、利用料の徴収、利用料の督促及び負

担金の減免は、当該規定の施行の日から開局後に規則で定める日までの間、第 16 条から第 20 条までの

規定にかかわらず、市長が行うものとする。この場合において、第 18 条第 2 項中「指定管理者が市長

の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第 20 条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」

と、その他の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

6 第 18 条の規定にかかわらず、開局日の属する月の前月までの利用料は、月額 500 円とする。 

(準備行為) 

7 第 7 条の規定による指定及び第 25 条の規定による放送番組審議会の設置並びにこれらに関し必要

なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則(平成 23 年 12 月 27 日条例第 51 号) 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 22 条第 1 項第 4 号の改正規定は、平成 24 年 4 月 1 日

から施行する。 

附 則(平成 29 年 7 月 4 日条例第 14 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 29 年 10 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、第 1 条の規定による改正前の真庭市地域情報化施設の設置及び



管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市地域情報化施設の

設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

3 第 1 条の規定による改正後の真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例第 16 条及び第 18

条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る加入時負担金及び利用料について適用し、同日前の

利用に係る加入時負担金及び利用料については、なお従前の例による。 



○真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成 18 年 10 月 1 日 

規則第 66 号 

(目的) 

第 1 条 この規則は、真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例(平成 18 年真庭市条例第 88

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この規則で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

(指定管理者の指定期間) 

第 3 条 指定管理者が業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度から 5 年間とする。ただし、指

定期間満了後の再指定を妨げない。 

2 市長が、指定管理者の指定の取消し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、

次に指定された指定管理者が業務を行う期間は、前項の規定にかかわらず、業務を開始した日の属する

年度の翌々年度の 3 月 31 日までとする。 

(加入申請) 

第 4 条 条例第 9 条第 1 項の規定により、サービスを利用しようとする者は、真庭ひかりネットワーク

加入申請書兼真庭市行政告知施設設置承諾(利用申請)書(様式第 1 号)を指定管理者に提出しなければな

らない。 

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、当該審査結果を、加入承認・否

認通知書(様式第 2 号)により、申請者に通知するものとする。 

(加入時負担金等の徴収) 

第 5 条 加入時負担金は、口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、口座振替の方法により

徴収することが困難であると認められる者については、指定管理者が発行する納付書により徴収する。 

2 移設負担金は、指定管理者が発行する納付書により徴収する。 

3 加入時負担金及び移設負担金は、指定管理者の指定する期限までに納入しなければならない。 

(利用料の徴収方法) 

第 6 条 利用料は、口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、口座振替の方法により徴収す

ることが困難であると認められる加入者については、指定管理者が発行する納付書により徴収する。 

2 利用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。 

(利用料の前納) 

第 7 条 加入者は、1 年間の利用料を一括して当該年度の最初に到来する納付期限までに納付(以下「前

納」という。)することができる。 

2 前納を希望する者は、年度開始までに利用料前納申出書(様式第 3 号)を指定管理者に提出しなけれ

ばならない。ただし、第 4 条第 1 項に規定する加入申請書を用いて前納を希望する方法により書面が提

出されたときは、当該書面を受理した時に、当該申出書が提出されたものとみなす。 

3 前納の申出は、年度開始までに取消しを申し出ない限り毎年自動的に継続するものとする。 

4 第 1 項の規定により前納をした者は、1 月分の利用料を減額する。 

5 前納した者が年度の途中で脱退等したときは、届出を承認した日の属する月までの料金をもって精

算し、過納額は返戻する。 

(負担金等の減免) 

第 8 条 条例第 20 条の規定により負担金等を減額し、又は免除することができるものは、別表 1 に掲

げるものとする。 

2 前項の規定により負担金等の減免を受けようとする者は、負担金等減免申請書(様式第 4 号)を指定

管理者に提出しなければならない。 

3 負担金等のうち、利用料の減免を受けようとするものは、毎年度末までに前項の負担金等減免申請

書を指定管理者に提出しなければならない。 

4 指定管理者は、前 2 項の申請に対する決定をしたときは、負担金等減免決定通知書(様式第 5 号)に

より申請者に通知するものとする。 

5 減免を決定した利用料は、減免を決定した日の属する月の翌月分から減免するものとする。 

6 前納した者が、年度の中途で利用料減免の決定を受けたときは、当該決定日の属する月もって精算



し、過納額は返戻する。 

(引込施設等の変更) 

第 9 条 条例第 21 条第 1 項第 1 号の規定により引込施設等を移転又は変更等の工事を必要とするとき

は、原則として工事を必要とする 1 か月前までに真庭ひかりネットワーク引込施設変更届出書兼真庭市

行政情報告知施設利用者設備移転届出書(様式第 6 号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならな

い。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

(申込事項の変更) 

第 10 条 条例第 21 条第 1 項第 2 号の規定により申込事項の変更について届出を行う加入者は、加入変

更届出書(様式第 7 号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。 

(脱退) 

第 11 条 条例第 21 条第 1 項第 3 号の規定により脱退しようとする者は、脱退届出書(様式第 8 号)を脱

退する日から 10 日前までに指定管理者に提出し、承認を得なければならない。この場合において、条

例第 16 条の規定により納付した加入時負担金及び条例第 17 条の規定により納入された移設負担金は、

返納しないものとする。 

2 前項の規定により脱退を承認された加入者に、負担金等の未納金があるときは、届出と同時に完納

しなければならない。 

3 脱退に伴う引込施設及び通信用設備の撤去に要する費用は、指定管理者の負担とする。ただし、当該

撤去に伴い加入者が所有又は占有する土地、家屋、構造物等の復旧に要する費用は、加入者の負担とす

る。 

(施設利用の休止又は再開) 

第 12 条 条例第 21 条第 1 項第 4 号の規定により施設の利用を一時的に休止するときは、利用休止届出

書(様式第 9 号)を休止しようとする日の 10 日前までに指定管理者に提出し、承認を得なければならな

い。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

2 施設の使用を休止することができる期間は、1 月を単位として 6 月以上 1 年以内とする。ただし、指

定管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める期間とすることができる。 

3 休止期間中の利用料は、これを徴収しない。利用料を前納している場合は、相当期間分を返戻する。 

4 加入者は、施設の利用の再開をしようとするときは、利用再開届出書(様式第 10 号)を指定管理者に

提出し、承認を得なければならない。 

(取消し通知等) 

第 13 条 条例第 22 条第 1 項の規定による施設の使用の停止又は加入の承認を取り消すときは、施設利

用停止通知書(様式第 11 号)により通知するものとする。 

(加入者の名義変更) 

第 14 条 条例第 23 条の規定により加入者の名義を変更しようとする者は、加入者名義変更申請書(様

式第 12 号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、死亡その他の理由により加入

者が提出できないときは、譲受人が加入者に代わって提出することができる。 

(番組等の放送依頼) 

第 15 条 放送施設利用者は、放送依頼書(様式第 13 号)を指定管理者に提出し、承認を得なければなら

ない。 

2 指定管理者は、前項の依頼があった場合は、放送依頼書の内容を審査し、その内容が市長が別に定め

る放送基準に適合し、かつ、放送業務に支障が無いと認められる場合に限り、依頼を承認する。 

3 広告放送は、広告放送料金の納入後に行うものとする。 

(放送料の徴収方法) 

第 16 条 条例第 30 条第 3 項の放送料の徴収方法は、指定管理者の発行する納付書によるものとする。 

(放送料の免除) 

第 17 条 放送料の免除を受けようとする者は、放送料免除申請書(様式第 14 号)を指定管理者に提出

し、承認を得なければならない。 

(申請、届出等に関する特例) 

第 18 条 この規則に定める加入申請等の手続の規定のうち、様式第 1 号、様式第 6 号から様式第 9 号

まで、様式第 10 号及び様式第 12 号による申請、届出その他の行為は、真庭市行政情報告知施設の設置

及び管理に関する条例施行規則(平成 18 年真庭市規則第 67 号)の相当規定によりされた申請、届出その



他の行為とみなす。 

(委任) 

第 19 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条の規定は、条例第 6 条及び第 7 条

の規定の施行の日から、第 6 条及び第 7 条の規定は、条例第 18 条の規定の施行の日から、第 15 条、第

16 条及び第 17 条の規定は、条例第 30 条の規定の施行の日から施行する。 

(平成 19 年規則第 15 号で第 3 条、第 6 条、第 7 条、第 15 条、第 16 条及び第 17 条の規定は、平成 20

年 4 月 1 日から施行) 

(平成 29 年度における利用料の前納の特例) 

2 平成 29 年度における利用料の前納に限り、第 7 条第 1 項中「1 年間」とあるのは「半年間」と、「最

初に到来する」とあるのは「4 月分又は 10 月分の」と、同条第 4 項中「1 月分」とあるのは「0.5 箇月

分」と読み替えるものとする。 

附 則(平成 19 年 10 月 1 日規則第 133 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 20 年 8 月 1 日規則第 85 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 20 年 9 月 26 日規則第 106 号) 

この規則は、平成 20 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 12 月 27 日規則第 132 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 29 年 3 月 10 日規則第 30 号) 

この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 8 月 18 日規則第 72 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

各提出書類の様式については、次の URL にて、ご確認ください。 

 

http://www.city.maniwa.lg.jp/html/reiki/reiki_honbun/r142RG00000958.html 
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